
国立大学法人が設置する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に
勤務する教員が更新する場合の関係者の役割等について

G R A C B※ 県委員会及び 県教育委員会から免許状を授与され 現在 県内に所在する国立大学法人 大学が設置する、 、
小学校に勤務する教員の例

＜ 県教育委員会＞ ＜ 県教育委員会＞A G
さんの免許管理者として、 ⑤照会 ○ さんの小学校教諭免許M M

更新申請を受付け、授与権者 ⑥回答 状の授与権者として県教委
に確認し、更新手続きを行う 更新通知 の原簿に所定事項を記載⑧

A M○ 県教育委員会からの
さんの免許状状況の照会に
回答
A M④更新 ⑦更新 ⑧更新 ○ 県教育委員会からの

申請 証明 通知 さんの小学校教諭免許状の
更新の通知を受けて、県教
委の原簿に更新情報を記入

＜Ｔ大学＞
＜ 県教育委員会＞R

受講受付、講 ②更新講習受講 県内の 小学校 ⑤照会 ○ さんの特別支援学校教A B M
習実施、修了 に勤務する さん 諭免許状の授与権者としてM
認定 ③修了証明 ⑥回答 県教委の原簿に所定事項を

更新通知 記載⑧
A M↑ ○ 県教育委員会からの

①学校長が さんの在 さんの免許状状況の照会にM
職証明 回答

A M＜ 小学校＞B ○ 県教育委員会からの
さんの特別支援学校教諭免＜国立大学法人 大学＞C
許状の更新の通知を受け
て、県教委の原簿に更新情
報を記入




